
    江川駐在所だより  

～水難事故防止のため～  

   令 和 ６ 年 １ ２ 月 １ ２ 日 よ り 、 大 麻 の  

規 制 に 関 す る 改 正 法 が 施 行 さ れ 、 大 麻 の ○ 魚釣り等で川に入る際は必ずウェットスー 

施 用 も 規 制 さ れ る こ と と な り ま し た 。 大  ツやライフジャケットを着用し まし ょう。  

麻は持っていても、使っても犯罪です。  〇  お 酒 を 飲 ん で 川 に 入 る こ と は 絶 対 に し な

　 薬 物 に 関 わ れ ば 人 生 は 壊 れ て し ま い ま  いようにしましょう 。  

す。薬物乱用のない社会を作りましょう。 ○  こ ま め に 気 象 情 報 な ど を 確 認 し 、 急 な 増

   大麻に対する間違った認識が広がり、  水に注意しましょう 。  

若 年 層 の 多 く に 大 麻 が 蔓 延 し て い ま す 。 ○  小 学 生 以 下 の 水 難 事 故 は 、 保 護 者 が 目 を

　 毎 年 多 く の ２ ０ 歳 代 の 若 者 が 逮 捕 さ れ  離した隙に発生して います。　  

ています。     水 辺 で は お 子 さ ん か ら 常 に 目 を 離 さ な い

  ようにしましょう。  

 

　　高速道路で逆走をしない・させないようにしましょう！  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　※先月の江川駐在所管内の事件発生はありませんでした。
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～大麻の規制法律改正について


